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（ 神 奈 川 社 保 学 校 201 7 年 4 ⽉月 23 ⽇日 ）   

社 会 保障解体を招く「我が事・丸ごと」地域共⽣生社会の本質   

⽴立 教 ⼤大 学 ： 芝 ⽥田 英 昭   

は じ め に … 地 域 共 ⽣生 社 会 が 事 の 始 ま り   

・ 20 1 6 年 7 ⽉月 15 ⽇日 、「『 我 が 事 ・ 丸 ご と 』 地 域 共 ⽣生 社 会 実 現 本 部 （ 以 下 「 実 現

本 部 」）」が 、第 ⼀一 回 会 合 で 、202 0 年 代 初 頭 ま で に 実 現 す べ き 地 域 共 ⽣生 社 会 の あ

り ⽅方 を 、「 地 域 包 括 ケ ア の 深 化・地 域 共 ⽣生 社 会 の 実 現 」［ 厚 ⽣生 労 働 省（ 201 6）］と

の ⽂文 書 で ⽰示 し た 。   

・ 20 1 7 年 2 ⽉月 7 ⽇日 実 現 本 部 は 、「『 地 域 共 ⽣生 社 会 』の 実 現 に 向 け て（ 当 ⾯面 の 改 ⾰革

⼯工 程 ）」（ 資 料 1）［ 厚 ⽣生 労 働 省 （ 201 7）］ を と り ま と め た 。   

  

資 料 1    「 地 域 共 ⽣生 社 会 」 の 実 現 に む け て の 改 ⾰革 ⼯工 程   

  
出 典 ： 厚 ⽣生 労 働 省 （ 2 0 1 7）「 我 が 事 ・ 丸 ご と 」 地 域 共 ⽣生 社 会 実 現 本 部 「『 地 域 共 ⽣生 社 会 』 の 実 現 に

向 け て （ 当 ⾯面 の 改 ⾰革 ⼯工 程 ）【 概 要 】」、 2 0 1 7 年 2 ⽉月 7 ⽇日 。   

・ 改 ⾰革 ⼯工 程 が 閣 議 決 定 さ れ た 同 じ ⽇日 、「 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 強 化 の た め の

介 護 保 険 法 等 の ⼀一 部 を 改 正 す る 法 律 案（ 以 下「 介 護 保 険 法 等 改 正 法 案 」）」が 閣
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議 決 定 さ れ 同 ⽇日 衆 議 院 に 提 出 、 同 法 案 は 、 改 ⾰革 ⼯工 程 に 忠 実 に 沿 う も の 。   

・ 改 ⾰革 ⼯工 程 が ⽬目 指 す の は 、介 護 保 険 法 の 改 正 だ け に ⽌止 ま ら な い 。今 回 の 介 護 保

険 法 等 改 正 法 案 は 、 介 護 保 険 法 、 健 康 保 険 法 、 児 童 福 祉 法 、 医 療 法 、 社 会 福 祉

法 、 ⽼老 ⼈人 福 祉 法 、 地 域 保 健 法 、 ⽣生 活 保 護 法 、 地 域 再 ⽣生 法 、 ⼦子 ど も ・ ⼦子 育 て ⽀支 援

法 等 を 含 む 31 法 の 改 正 。   

・実 現 本 部 は 、「 地 域 共 ⽣生 社 会 」の 名 の 下 に 、地 域 に ⽣生 起 す る あ ら ゆ る 課 題・問

題 を 地 域 住 ⺠民 が ⾃自 助 ・ 共 助 を 基 本 に 解 決 し て ⾏行 く と し て い る 。   

・ こ の ⽅方 向 性 は 、⽣生 存 権 を 公 的 責 任 の も と 具 現 化 し た 社 会 保 障 制 度 の 基 盤 を 揺

る が す 重 ⼤大 な 誤 謬 を 犯 し か ね な い 。   

  

1 .⾃自 ⼰己 負 担 増 を 強 い る 医 療 保 険 制 度 等 改 定 案   

1 )医 療 保 険 制 度 改 定 案 の 概 要 と 問 題 点   

・厚 ⽣生 労 働 省 は 、201 6 年 11 ⽉月 30 ⽇日 社 会 保 障 審 議 会 医 療 保 険 部 会 に 201 7 年 度

に お け る 医 療 保 険 制 度 改 ⾰革 の 素 案 を ⽰示 し た 。   

・ ⾼高 額 療 養 費 制 度 の 上 限 引 き 上 げ 、後 期 ⾼高 齢 者 医 療 制 度 に お け る 保 険 料 軽 減 特

例 措 置 の 廃 ⽌止 、 ⼦子 ど も 医 療 費 助 成 制 度 の 罰 則 措 置 の ⼀一 定 軽 減 等 で あ る 。   

・ こ れ ら の 改 ⾰革 は 政 府 の 既 定 ⽅方 針 と し て 、 201 7 年 度 予 算 に 反 映 さ れ た 。 ま た 、

201 7 年 度 予 算 は 、201 7 年 1 ⽉月 20 ⽇日 第 19 3 回 国 会 に お い て ⿇麻 ⽣生 財 務 ⼤大 ⾂臣 が 201 7

年 度 予 算 案 説 明 を ⾏行 い 、 201 7 年 3 ⽉月 27 ⽇日 政 府 案 通 り 可 決 ・ 成 ⽴立 し て い る 。   

・現 在 、70 歳 以 上 ⼈人 ⼝口 は 2 , 4 3 7 万 ⼈人 で 総 ⼈人 ⼝口 の 約 2 割 を 占 め る 。そ の 内 ⾼高 額 療

養 費 の 影 響 を 受 け る 70 歳 以 上 の 住 ⺠民 税 ⾮非 課 税 ⼈人 ⼝口 は 約 1 , 4 0 0 万 ⼈人 と ⾔言 わ れ 、

彼 ら が 69 歳 以 下 と 同 ⽔水 準 の 負 担 に 引 き 上 げ ら れ る （ 表 1）。   

・ 租 税 に お け る 「 最 低 ⽣生 活 費 ⾮非 課 税 原 則 」 に 鑑 み れ ば 、 住 ⺠民 税 ⾮非 課 税 は 、 最 低

の ⽣生 活 を ⾏行 う に は 厳 し い 世 帯 で あ り 、こ の 層 の 負 担 増 は 益 々 ⾼高 齢 者 の 貧 困 を 深

化 さ せ る 。   

・後 期 ⾼高 齢 者 医 療 制 度 で は 、約 916 万 ⼈人 が 保 険 料 算 定 定 額 部 分 の 特 例 措 置 廃 ⽌止

で 、 従 来 の 軽 減 幅 に 戻 さ れ 、 2 倍 か ら 9 倍 の 保 険 料 に な る と の 試 算 も あ る 。   

・収 ⼊入 が 264 万 円 を 超 え る 後 期 ⾼高 齢 者 の 所 得 ⽐比 例 部 分 の 保 険 料 は 、５ 割 軽 減 特

例 措 置 を 201 7 年 度 で 廃 ⽌止 す る 。   

・ 療 養 病 床 ⼊入 院 中 の 65 歳 以 上 の ⼈人 は 、 居 住 費 が 現 ⾏行 ⽇日 額 320 円 か ら ⽇日 額 370
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円 に 増 額 さ れ る 。201 6 年 か ら ⼊入 院 給 ⾷食 も 増 額 さ れ て お り 、合 計 で 1 ⽉月 5 万 2 , 5 0 0

円 の 負 担 と な る 。   

表 1    ⾼高 額 療 養 費 制 度 の ⾒見 直 し   

  

注 ：〈〈 〉〉 内 は 、 年 4 回 以 上 利 ⽤用 で 、 4 回 ⽬目 以 降 の 負 担 額 。   

出 典 ： 厚 ⽣生 労 働 省 「 ⾼高 額 療 養 費 制 度 の ⾒見 直 し に に つ い て 」、 社 会 保 障 審 議 会 医 療 保 険 部 会 、 2 0 1 6

年 1 1 ⽉月 3 0 ⽇日 。   

・ ⼦子 ど も 医 療 費 助 成 に 関 し て は 、国 保 財 政 に 対 す る ⼀一 定 の 罰 則 措 置（ 国 庫 負 担

の 削 減 ） を 軽 減 す る 案 （ 201 8 年 4 ⽉月 1 ⽇日 施 ⾏行 ） で あ る が 、 極 め て 不 ⼗十 分 で あ

る 。   

・ ⽣生 ま れ 育 っ た ⾃自 治 体 に よ っ て ⼦子 ど も 医 療 費 負 担 に 相 違 が 存 在 す る こ と は 、世

帯 の 所 得 に よ り 医 療 へ の ア ク セ ス に ⽀支 障 を き た す こ と で あ り 、 法 の 下 の 平 等

（ 憲 法 14 条 ） や ⽣生 存 権 保 障 （ 憲 法 25 条 ） 侵 す も の と 考 え ら れ る 。   

・ す べ て の ⼦子 ど も は 、親 の 所 得 に 左 右 さ れ る こ と な く 適 宜 医 療 機 関 に ア ク セ ス

で き る の が 世 界 的 な 潮 流 1で る こ と か ら 、早 急 に 国 の 制 度 と し て「 ⼦子 ど も 医 療 費

無 料 化 」 を 確 ⽴立 す べ き で あ る 。   

・ か か り つ け 医 以 外 の 受 診 の 際 の 追 加 の 定 額 負 担 、あ る い は 市 販 品 類 似 薬 の 保

険 外 し 等 に 関 し て は 引 き 続 き 検 討 と な り 、 201 7 年 通 常 国 会 に は 提 案 さ れ な い

が 、 201 7~∼ 1 8 年 中 に 結 論 を 得 て 201 8 年 以 降 に 改 正 を ⾏行 う ⽅方 針 が 打 ち 出 さ れ て

い る 2。   

  

2 )⾃自 ⼰己 負 担 （ 増 ） は 、 受 診 ・ サ ー ビ ス 利 ⽤用 抑 制 に つ な が る   

・ 20 1 7 年 度 に お け る 医 療 保 険 制 度 等 改 定 は 、 ⾃自 ⼰己 負 担 等 （ 或 い は 、 ⼀一 部 負 担 、

窓 ⼝口 負 担 ）の 増 額 が ⽬目 ⽩白 押 し で あ る 。勿 論 、政 府 の 論 理 か ら す れ ば ⼀一 部 の ⾼高 所

得 階 層 に 対 す る ⾃自 ⼰己 負 担 増 だ と し て 、“応 能 負 担 原 則 ”を 踏 襲 す る ⽅方 向 性 だ と 主
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張 す る か も し れ な い 。   

・ そ も そ も 社 会 保 険 に お け る ⾃自 ⼰己 負 担 の 存 在 は 許 さ れ る の か 。   

・ 医 療 保 険 等 に お け る サ ー ビ ス 受 給 時 の ⾃自 ⼰己 負 担 の 存 在・増 額 に 受 診 抑 制 効 果

が あ る こ と は よ く 知 ら れ て い る が 、 幾 つ か の 研 究 で そ の 実 態 を 検 証 し た い 。   

＊ ⾮非 営 利 団 体 「 ⽇日 本 医 療 政 策 機 構 」は 、医 療 に 関 す る 世 論 調 査 を 毎 年 ⾏行 っ て い

る 。例 え ば 、「 ⽇日 本 の 医 療 に 関 す る 200 8 年 世 論 調 査 」［ ⽇日 本 医 療 政 策 機 構 (2 0 0 8 )、

pp . 2 1 • 2 2］ で は 、「 過 去 12 ヶ ⽉月 以 内 に 、費 ⽤用 が か か る と い う 理 由 で 、医 療 受 け

る こ と を 控 え た こ と が あ り ま す か（ 下 線 筆 者 ）」と の 問 い に 対 し て 、「 薬 を 処 ⽅方

し て も ら わ な か っ た こ と が あ る 」は 、⾼高 所 得 ・ ⾼高 資 産 層（ 年 間 世 帯 収 ⼊入 800 万

円 以 上 か つ 純 ⾦金 融 資 産 2 , 0 0 0 万 円 以 上 ）で 2%、中 間 層（ ⾼高 所 得・⾼高 資 産 層 、低

所 得 ・ 低 資 産 層 、以 外 ）で 11%、低 所 得 ・ 低 資 産 層（ 年 間 世 帯 収 ⼊入 300 万 円 未

満 か つ 純 ⾦金 融 資 産 300 万 円 未 満 ）で 16%、で あ っ た［ ⽇日 本 医 療 政 策 機 構 (2 0 0 8 )、

p . 2 2］。   

・「 具 合 が 悪 い と こ ろ が あ る の に 医 療 機 関 に ⾏行 か な か っ た こ と が あ る 」は 、⾼高 所

得・⾼高 資 産 層 で 18%、中 間 層 で 29%、低 所 得・低 資 産 層 で 39%、で あ っ た［ ⽇日

本 医 療 政 策 機 構 (2 0 0 8 )、 p . 2 2］。   

・同 機 構 は 、「 経 済 ⼒力 に よ り 受 診 抑 制 の 実 態 に 差 が あ る こ と 、と く に 所 得・資 産

が 低 く な る ほ ど 、よ り 受 診 を 控 え る 傾 向 に あ る こ と が 明 ら か に な り 、経 済 ⼒力 に

よ り 医 療 へ の ア ク セ ス に 『 格 差 』 が ⽣生 じ て い る 実 態 が 改 め て 明 ら か と な っ た 」

［ ⽇日 本 医 療 政 策 機 構 (2 0 0 8 )、 p . 2 1］ と し て い る 。   

・ 20 0 8 年 調 査 か ら は 、医 療 受 診 に お け る ⾃自 ⼰己 負 担 の 存 在 が 受 診 抑 制 、特 に 低 所

得 ・ 低 資 産 層 に 顕 著 で あ っ た こ と が 明 ら か と な っ た 。   

・ ⾃自 ⼰己 負 担 増 が 医 療 受 診 ⾏行 動 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ し た の か に 関 し て は 、以

下 の 2 つ の 有 益 な 研 究 が 存 在 す る 。 1 つ は 、 吉 ⽥田 あ つ し 、 伊 藤 正 ⼀一 の 論 ⽂文 「 健

康 保 険 制 度 の 改 正 が 受 診 ⾏行 動 に 与 え た 影 響 」［ 吉 ⽥田 あ つ し 、 伊 藤 正 ⼀一 （ 200 0）、

pp . 1 0 1 -‑ 1 2 1］ で る 。も う 1 つ は 、畝 博 の 調 査「 医 療 費 の ⾃自 ⼰己 負 担 増 に よ る ⾼高 ⾎血

圧 症 患 者 と 糖 尿 病 患 者 の 受 診 ⾏行 動 の 変 化 」［ 畝 博 （ 200 4）、 pp . 1 -‑ 1 9］ で あ る 。   

＊ 吉 ⽥田 と 伊 藤 は 、199 7 年 9 ⽉月 実 施 の 健 康 保 険 制 度 改 正 に よ り 、被 ⽤用 者 本 ⼈人 ⾃自 ⼰己

負 担 の 1 割 が 2 割 へ の 増 加 、扶 養 家 族 の 薬 剤 等 の ⼀一 部 負 担 の 導 ⼊入 が 、若 ⼈人（ ⽼老

⼈人 医 療 制 度 の 適 ⽤用 を 受 け な い 医 療 保 険 組 合 員 と そ の 家 族 ）の 外 来 の 受 診 ⾏行 動 に
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ど の よ う に 影 響 を 与 え た の か を 調 査 ・ 分 析 し て い る 。   

・ 吉 ⽥田 ら は 、「 医 療 機 関 に 1 年 間 で ⼀一 度 も ⾏行 か な い 確 率 に つ い て は 、 改 正 に よ

り 『 本 ⼈人 』、『 家 族 』 と も に ほ ぼ 同 程 度 上 昇 し 、 年 齢 が ⾼高 く な る ほ ど こ の 確 率 が

⼤大 き く な っ て い る 」［ 吉 ⽥田 あ つ し 、伊 藤 正 ⼀一（ 200 0）、p . 1 1 7］、「 診 療 ⽇日 数 に つ い

て は 、『 本 ⼈人 』 は ほ と ん ど の 年 齢 層 で 同 程 度 に 減 少 し た が 、『 家 族 』 に つ い て は

⾼高 い 年 齢 層 ほ ど ⼤大 き な 影 響 を 受 け 、特 に『 61 歳 -‑ 6 9 歳 』層 に も っ と も ⼤大 き な 抑

制 効 果 を も っ た 」［ 吉 ⽥田 あ つ し 、伊 藤 正 ⼀一（ 200 0）、p . 1 1 7］と し 、⾃自 ⼰己 負 担 増 が

受 診 抑 制 に 繋 が っ た こ と を 明 ら か に し た 。   

＊ 畝 は 、199 7 年 9 ⽉月 実 施 の 健 康 保 険 制 度 改 正 に よ り 、被 ⽤用 者 本 ⼈人 ⾃自 ⼰己 負 担 1 割

が 2 割 へ の 増 加 が 、⾼高 ⾎血 圧 症 患 者 と 糖 尿 病 患 者 の 受 診 ⾏行 動 に 与 へ た 影 響 に つ い

て 実 証 研 究 を ⾏行 っ て い る 。   

・ 畝 は 、「 定 率 1 割 か ら 2 割 へ の ⾃自 ⼰己 負 担 増 は ⾼高 ⾎血 圧 症 お よ び 糖 尿 病 の 患 者 の

受 診 ⾏行 動 に 影 響 を 与 え て お り 、そ の 影 響 は 糖 尿 病 患 者 に よ り 顕 著 で あ っ た 」［ 畝

博（ 200 4）、 pp . 2 -‑ 3］と し 、当 時 200 3 年 に 実 施 が 予 定 さ れ た 健 康 保 険 被 ⽤用 者 本

⼈人 3 割 負 担 へ の 負 担 増 に 対 し 、「 こ の よ う な 医 療 費 の ⾃自 ⼰己 負 担 増 は ⾼高 ⾎血 圧 症 や

糖 尿 病 な ど の 慢 性 疾 患 の 受 診 を 抑 制 し 、そ の 結 果 、脳 ⾎血 管 疾 患 や 腎 不 全 な ど の

重 篤 な 合 併 症 を 引 き 起 こ し 、結 果 と し て 、よ り 多 く の 医 療 費 が 必 要 と な り 、社

会 の コ ス ト が 増 ⼤大 す る 可 能 性 が あ る 」［ 畝 博（ 200 4）、 p . 1 6］ と の ⾒見 解 を ⽰示 し て

い る 。   

  

・ 社 会 保 険 に お け る “⾃自 ⼰己 負 担 ”が 、 受 診 ・ サ ー ビ ス 利 ⽤用 抑 制 に つ な が る の は 、

前 記 の 通 り で あ る が 、 世 界 的 に は 負 担 が 無 い か あ っ て も 僅 か で あ る 。   

・ 例 え ば 、社 会 保 険 の 祖 国 と ⾔言 わ れ る ド イ ツ は 、介 護 保 険 に 関 し て は サ ー ビ ス

利 ⽤用 に 際 し て の ⾃自 ⼰己 負 担 は 存 在 し な い 。医 療 保 険 で は 、外 来 診 療 初 診 時 に 10 ユ

ー ロ （ 四 半 期 毎 、 1 ユ ー ロ =約 12 5 円 20 1 7 年 1 ⽉月 現 在 ） 、 ⼊入 院 診 療 1 ⽇日 10 ユ

ー ロ（ 年 間 28 ⽇日 ま で ）、薬 剤 処 ⽅方 10%（ 5    〜～    1 0 ユ ー ロ の 範 囲 内 ）の 低 額 負 担

で あ り 、 ⼀一 般 的 に 患 者 の 年 間 負 担 上 限 は 世 帯 年 間 実 質 所 得 の 2％ 以 内 と 定 め ら

れ て い る 。 ま た 、 重 症 慢 性 疾 患 患 者 （ 連 邦 共 同 委 員 会 の ガ イ ド ラ イ ン に よ る ）

の 年 間 負 担 上 限 は 世 帯 年 間 実 質 所 得 の 1%以 内 で あ る 。   

・ 社 会 保 険 は 、私 的 保 険 と は 違 い 国 ⺠民 に 加 ⼊入 を 強 制 す る こ と か ら 、当 然 保 険 料
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を ⽀支 払 え な い 加 ⼊入 者 を 抱 え る 。従 っ て 、低 所 得 者 等 の 保 険 料 部 分 を カ バ ー す る

国 庫 負 担 ・ 公 費 負 担 が 存 在 す る 。   

・ 社 会 保 険 に 守 ら れ る 労 働 者 や 国 ⺠民 が い る こ と で 、企 業 は 労 働 者 が 抱 え る 社 会

問 題 で あ る 疾 病 ・ 介 護 ・ 失 業 等 に 対 し て 、予 想 を 超 え る 個 別 的 費 ⽤用 ⽀支 出 を 回 避

で き る こ と か ら 、 応 分 の 保 険 料 ⽀支 払 い を 求 め ら れ る （ リ ス ク 分 散 ）。   

・こ の 国 庫 負 担・公 費 負 担 や 企 業 負 担 を “社 会 保 険 に お け る 社 会 扶 養 原 理（ ＝ ⼈人

権 原 理 ）”と 呼 ぶ 。 当 然 、 社 会 保 険 に お い て は 、 労 働 者 ・ 国 ⺠民 の う ち ⽀支 払 い 可 能

な ⼈人 が 、 保 険 料 を 納 付 す る こ と と な る 。   

・ 社 会 保 険 財 政 を ⽀支 え る た め に 、 企 業 の 保 険 料 、 労 働 者 ・ 国 ⺠民 の 保 険 料 、 国 庫

負 担・公 費 負 担 が 存 在 す る こ と か ら 、社 会 保 険 に よ る サ ー ビ ス 給 付 時 に 労 働 者・

国 ⺠民 か ら 再 度 ⾃自 ⼰己 負 担 を 要 求 す る こ と は 、受 診 抑 制 ・ サ ー ビ ス 利 ⽤用 抑 制 の そ し

り を 免 れ な い し 、 ま し て や 費 ⽤用 の ⼆二 重 徴 収 と ⾔言 わ ざ る を 得 な い 。   

・ こ の 観 点 か ら ⾃自 ⼰己 負 担 を 考 察 す れ ば 、⾃自 ⼰己 負 担 の 増 額 に 問 題 が あ る と い う よ

り も 、そ も そ も 社 会 保 険 に お い て は 、利 ⽤用 時 の ⾃自 ⼰己 負 担 は あ っ て は な ら な い と

考 え る 。   

  

2 .「 我 が 事 ・ 丸 ご と 」 地 域 共 ⽣生 社 会 の 本 質 を ⾒見 抜 く   

1 )地 域 共 ⽣生 社 会 は 社 会 保 障 概 念 を 矮 ⼩小 化   

・ 改 ⾰革 ⼯工 程 本 ⽂文 9 ペ ー ジ の 内 で 「 社 会 保 障 」 の 単 語 は 、 2 度 し か 使 ⽤用 さ れ て い

な い し 、ほ と ん ど が 社 会 保 障 を「 公 的 な ⽀支 援 制 度 」、「 公 的 ⽀支 援 」、「 保 健 福 祉 」、

「 福 祉 分 野 、 保 健 ・ 医 療 」、「 保 健 、 医 療 、 福 祉 」 と ⾔言 い 換 え て い る 。   

・実 現 本 部 は「 社 会 保 障 」が 必 要 と な っ た 背 景 を 、「 戦 後 、⾼高 度 成 ⻑⾧長 期 を 経 て 今

⽇日 に ⾄至 る ま で 、 ⼯工 業 化 に 伴 う ⼈人 々 の 都 市 部 へ の 移 動 、 個 ⼈人 主 義 化 や 核 家 族 化 、

共 働 き 世 帯 の 増 加 な ど の 社 会 の 変 化 の 過 程 に お い て 、地 域 や 家 庭 が 果 た し て き

た 役 割 の ⼀一 部 を 代 替 す る 必 要 性 が ⾼高 ま っ て き た 。こ れ に 応 え る 形 で 、疾 病 や 障

害 ・ 介 護 、 出 産 ・ ⼦子 育 て な ど 、 ⼈人 ⽣生 に お け る ⽀支 援 が 必 要 と な る 典 型 的 な 要 因 を

想 定 し 、 ⾼高 齢 者 、 障 害 者 、 ⼦子 ど も な ど の 対 象 者 ご と に 、 公 的 な ⽀支 援 制 度 が 整 備

（ 下 線 筆 者 ）」［ 厚 ⽣生 労 働 省 （ 201 7）、 p . 1］ さ れ た と し て い る 。   

・ 社 会 保 障 は 、地 域 や 家 庭 が 果 た し て き た 役 割 の 代 替 な の で あ ろ う か 。我 々 が

⽣生 き て い る 現 代 社 会（ 資 本 主 義 社 会 ）は 、⽣生 産 ⼿手 段 を 所 有 し て い る も の 以 外 は 、
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賃 ⾦金 労 働 者 で あ り ⾃自 ら が 持 て る 労 働 ⼒力 を 売 る こ と で 初 め て ⽣生 活（ 労 働 ⼒力 の 再 ⽣生

産 ） で き る 。   

・ 賃 ⾦金 は 、労 働 ⼒力 の 価 値 に 対 し て の 対 価 で あ る こ と か ら 、個 々 ⼈人 が 抱 え る ⽣生 活

問 題 （ ⽣生 活 過 程 に 起 こ る 社 会 問 題 。 具 体 的 に は 、 失 業 、 保 育 、 介 護 、 疾 病 、 障

害 な ど か ら ⽣生 起 す る ⽣生 活 困 難 等 ）全 て を 個 ⼈人 で 解 決 で き る だ け の ⾦金 額 は ⽀支 払 わ

れ な い 。   

・労 働 者 が ⽣生 活 問 題 を 抱 え れ ば 、い と も た や す く ⼈人 が ⼈人 ら し く ⽣生 き る レ ベ ル（ 健

康 で ⽂文 化 的 な ⽣生 活 ） を 下 回 っ て し ま い 、 ⽣生 存 権 が 侵 害 さ れ る こ と と な る 。   

・ 社 会 保 障 は ⽣生 活 問 題 を 緩 和 ・ 解 決 す る た め の 制 度 ・ 政 策 で あ り 、 そ の こ と を

通 し て ⽣生 存 権 を 保 障 す る 機 能 を 有 し て い る の で あ る 。   

・ 改 ⾰革 ⼯工 程 に は 、こ の 観 点 が 全 く ⽋欠 落 し て い る 、と い う よ り は 意 図 的 に 歪 曲 し

た と 捉 え る べ き で あ る 。   

・ 社 会 保 障 （ 改 ⾰革 ⼯工 程 で は 公 的 な ⽀支 援 制 度 等 と し て い る ） を 、 家 庭 や 地 域 の 役

割 の 代 替 制 度 だ と す る こ と で 、地 域 課 題 解 決 の 責 任 を 地 域 住 ⺠民 や 個 ⼈人 に す り 替

え る こ と が 可 能 と な る か ら で あ ろ う 。   

  

2 )⾃自 助 ・ 共 助 を 強 調 す る 地 域 共 ⽣生 社 会 の 先 に あ る 憲 法 改 正      

・ 実 現 本 部 が ⾔言 う 「 地 域 共 ⽣生 社 会 」 と は 、 当 ⾯面 の 改 ⾰革 ⼯工 程 で は 「 地 域 住 ⺠民 や 地

域 の 多 様 な 主 体 が 『 我 が 事 』 と し て 参 画 し 、 ⼈人 と ⼈人 、 ⼈人 と 資 源 が 世 代 や 分 野 を

超 え て 『 丸 ご と 』 つ な が る こ と で 、 住 ⺠民 ⼀一 ⼈人 ひ と り の 暮 ら し と ⽣生 き が い 、 地 域

を と も に 創 っ て い く 社 会 」［ 厚 ⽣生 労 働 省 （ 201 7）、 p . 2］ と し て い る 。   

・ 理 念 的 に は 同 意 で き る 部 分 も あ る が 、そ の 実 態 は 国 や ⾃自 治 体 の 責 任 を 曖 昧 に

し 、地 域 住 ⺠民 に 地 域 ⽣生 活 課 題 解 決 の 責 任 を 丸 ご と 丸 投 げ す る ⽅方 向 性 と も 受 け 取

れ る 。   

・介 護 保 険 法 等 改 正 法 案 の 中 の 社 会 福 祉 法 改 正 案 で は 、4 条（ 地 域 福 祉 の 推 進 ）

に 新 た に 2 項 が 加 え ら れ た 。 同 項 は 、「 地 域 住 ⺠民 等 は 、 地 域 福 祉 の 推 進 に 当 た

っ て は 、福 祉 サ ー ビ ス を 必 要 と す る 地 域 住 ⺠民 及 び そ の 世 帯 が 抱 え る 福 祉 、介 護 、

介 護 予 防 、 保 健 医 療 、 住 ま い 、 就 労 及 び 教 育 に 関 す る 課 題 、 福 祉 サ ー ビ ス を 必

要 と す る 地 域 住 ⺠民 の 地 域 社 会 か ら の 孤 ⽴立 そ の 他 の 福 祉 サ ー ビ ス を 必 要 と す る

地 域 住 ⺠民 が ⽇日 常 ⽣生 活 を 営 み 、あ ら ゆ る 分 野 の 活 動 に 参 加 す る 機 会 が 確 保 さ れ る
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上 で の 各 般 の 課 題 （ 地 域 ⽣生 活 課 題 ）を 把 握 し 、地 域 ⽣生 活 課 題 の 解 決 に 資 す る ⽀支

援 を ⾏行 う 関 係 機 関 と の 連 携 等 に よ り そ の 解 決 を 図 る よ う 特 に 留 意 す る も の と

す る（ 下 線 筆 者 ）」と し て い る 。確 か に 、地 域 住 ⺠民 が 抱 え る 課 題 は 、多 岐 に わ た

り 「 福 祉 領 域 」 に 限 定 す る の は 困 難 で あ ろ う 。   

・福 祉 に と ど ま ら ず 、住 ま い 、就 労 、教 育 、孤 ⽴立 や 参 加 ま で を 包 摂 し た 課 題 を 、

地 域 住 ⺠民 ⾃自 ら が 解 決 を 図 れ と し て い る が 、 国 は 201 7 年 度 予 算 に お い て 、 社 会

保 障 ⾃自 然 増 分 640 0 億 円（ 概 算 要 求 ）を 499 7 億 円 に 圧 縮 し て い る 事 実 に 鑑 み れ

ば 、社 会 保 障 予 算 削 減 と セ ッ ト で の 地 域 共 ⽣生 社 会 の 提 案 で あ る こ と は 極 め て ⽭矛

盾 し て い る 。   

・実 現 本 部 が ⽰示 し た 地 域 共 ⽣生 社 会 実 現 イ メ ー ジ 図（ 資 料 2）に よ る と 、「 我 が 事・

丸 ご と の 地 域 づ く り 」で は 、「 市 町 村 に よ る 包 括 的 な 相 談 ⽀支 援 体 制 の 整 備 」と し

て い る が 、後 述 す る よ う に 、 介 護 保 険 法 改 正 案 で は 、 こ の 体 制 の 根 幹 は あ く ま

で も ⺠民 間 の 地 区 社 協 等 に 委 託 す る と な っ て い る こ と か ら 、国 や ⾃自 治 体 の 責 任 が

不 明 確 で あ る こ と は 否 め な い 。   

  

資 料 2    「 地 域 共 ⽣生 社 会 」 実 現 の 全 体 的 イ メ ー ジ   

  

出 典 ： 厚 ⽣生 労 働 省 「 我 が 事 ・ 丸 ご と 」 地 域 共 ⽣生 社 会 実 現 本 部 「 地 域 包 括 ケ ア の 深 化 ・ 地

域 共 ⽣生 社 会 の 実 現 」（ 2 0 1 6）、 p . 5、 2 0 1 6 年 7 ⽉月 1 5 ⽇日 。   
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・ 国 家 が 上 意 下 達 的 に ⾃自 治 体 の 責 任 を 曖 昧 に し て 地 域 住 ⺠民 に 丸 投 げ す れ ば 、 地

域 間 格 差 が 拡 ⼤大 し 、ま す ま す 地 域 が 疲 弊 す る の で は な か ろ う か 。ま た 、地 域 共

⽣生 社 会 の 実 現 は 、地 域 住 ⺠民 に 共 助 を 強 制 す る だ け で は な く 、そ の 先 に あ る 憲 法

改 正 へ の 布 ⽯石 と ⾒見 る べ き 。   

・ 20 1 2 年 4 ⽉月 27 ⽇日 に 決 定 さ れ た ⾃自 由 ⺠民 主 党 の 「 ⽇日 本 国 憲 法 改 正 草 案 」［ ⾃自 由

⺠民 主 党（ 201 2）］前 ⽂文 は 、「 ⽇日 本 国 ⺠民 は 、国 と 郷 ⼟土 を 誇 り と 気 概 を 持 っ て ⾃自 ら 守

り 、基 本 的 ⼈人 権 を 尊 重 す る と と も に 、 和 を 尊 び 、家 族 や 社 会 全 体 が 互 い に 助 け

合 っ て 国 家 を 形 成 す る（ 下 線 筆 者 ）」［ ⾃自 由 ⺠民 主 党（ 201 2） p . 1］と し 、⾃自 助・互

助 を 謳 っ て お り 、 こ の 点 こ そ が 、 地 域 共 ⽣生 社 会 と も 共 通 す る 「 精 神 」 で あ る 。  

     

3 )総 合 的 相 談 窓 ⼝口 の 設 置   

・「 地 域 の 住 ⺠民 が 抱 え る 課 題 に つ い て 、分 野 を 超 え『 丸 ご と 』の 相 談 を 受 け ⽌止 め

る 場 」［ 厚 ⽣生 労 働 省 （ 201 7）、 p . 5］ を 設 置 す る と し 、 住 ⺠民 が 抱 え る 課 題 は 、「 福

祉 分 野 だ け で は な く 、 保 健 ・ 医 療 、 権 利 擁 護 、 雇 ⽤用 ・ 就 労 、 産 業 、 教 育 、 住 ま

い な ど （ 下 線 筆 者 ）」［ 厚 ⽣生 労 働 省 （ 201 7）、 p . 5］ で あ る と し て い る 。   

・ 住 ⺠民 の 抱 え る 課 題 の 相 談 窓 ⼝口 ⼀一 元 化 を 、 先 ず 201 7 年 度 全 国 100 カ 所 で モ デ

ル 事 業 と し て 実 施 し 、 法 改 正 を 通 じ て 201 8 年 度 よ り 全 国 で 実 施 す る と し て い

る 。相 談 窓 ⼝口 の ⼀一 元 化 そ れ ⾃自 体 は 、住 ⺠民 の 利 便 性 や 抱 え る 課 題 の 複 合 化 を 考 え

れ ば 必 要 で あ ろ う 。   

・相 談 を 担 う 体 制 は 、「 例 え ば 、地 区 社 協 、市 町 村 社 協 の 地 区 担 当 、地 域 包 括 ⽀支

援 セ ン タ ー 、 相 談 ⽀支 援 事 業 所 、 地 域 ⼦子 育 て ⽀支 援 拠 点 、 利 ⽤用 者 ⽀支 援 事 業 、 社 会 福

祉 法 ⼈人 、 NPO 法 ⼈人 等 」［ 政 府 （ 201 7）、 p . 4］ と し て い る こ と か ら 、 ⾃自 治 体 が 公

的 責 任 に 則 り 独 ⾃自 に 総 合 的 相 談 窓 ⼝口 を 設 置 す る の で は な く 、社 協 等 に 委 託 す る

と み ら れ 、こ れ ま で ⾃自 治 体 が 直 接 ⾏行 っ て き た 福 祉 関 係 の 相 談 や 様 々 な ⾏行 政 サ ー

ビ ス も 外 部 化 ・ 縮 ⼩小 が 懸 念 さ れ る 。   

  

4 )共 ⽣生 型 サ ー ビ ス の 創 設 は 、介 護 保 険 法 と 障 害 者 総 合 ⽀支 援 法 の ⼀一 元 化 の 第 ⼀一 歩

と な る   

・ 介 護 保 険 法 等 改 正 法 案 は 、「 ⾼高 齢 者 と 障 害 者 が 同 ⼀一 事 業 所 で サ ー ビ ス を 受 け

や す く す る た め 、介 護 保 険 と 障 害 福 祉 制 度 に 新 た に 共 ⽣生 型 サ ー ビ ス を 位 置 付 け
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る 」［ 政 府（ 201 7）、p . 1］と し 、児 童 福 祉 法 上 の 指 定 事 業 者（ 居 宅 サ ー ビ ス 等 の

種 類 に 該 当 す る 障 害 児 通 所 ⽀支 援 に 係 る も の に 限 定 ）、 ま た は 障 害 者 総 合 ⽀支 援 法

上 の 指 定 事 業 者（ 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 種 類 に 該 当 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る も

の に 限 定 ）か ら 、介 護 保 険 法 の 訪 問 介 護 ・ 通 所 介 護 等 の 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 に 申

請 が あ っ た 場 合 、当 該 事 業 に 照 ら し て 、都 道 府 県 ま た は 市 町 村 が「 共 ⽣生 型 サ ー

ビ ス 事 業 者 」 に 指 定 す る と し て い る 。   

・ 確 か に 、介 護 保 険 に は 65 歳 問 題 が 存 在 し 、障 害 者 が 64 歳 ま で は 障 害 者 総 合

⽀支 援 法 上 の サ ー ビ ス を 利 ⽤用 し て い る が 、65 歳 を 境 に 多 く が 介 護 保 険 優 先 の 名 の

下 に 、 介 護 保 険 指 定 事 業 者 へ の サ ー ビ ス に 移 ⾏行 す る こ と を 求 め ら れ て い る 。   

・ そ の 意 味 で は 、共 ⽣生 型 サ ー ビ ス で あ れ ば 、同 じ 事 業 所 か ら の サ ー ビ ス を 継 続

で き る 優 位 点 は 存 在 す る 。   

・ 障 害 者 に と っ て 64 歳 ま で の サ ー ビ ス 量 は 、 65 歳 か ら の 介 護 保 険 適 ⽤用 で 激 減

し 、⾃自 ⼰己 負 担 も 増 え て い る の が 実 情 で あ る 。こ の 点 の 改 善 が な い ま ま 、同 ⼀一 事

業 所 で サ ー ビ ス が 受 け ら れ る メ リ ッ ッ ト を 強 調 し て も 、当 事 者 の 納 得 は 得 ら れ

な い 。   

・共 ⽣生 型 サ ー ビ ス 導 ⼊入 の 狙 い は 、介 護 保 険 法 と 障 害 者 総 合 ⽀支 援 法 の 統 合 で あ り 、

そ の 第 ⼀一 歩 で あ る と ⾒見 る べ き で あ る 。共 ⽣生 型 サ ー ビ ス の 導 ⼊入 で 、サ ー ビ ス 供 給

⾯面 に お い て 両 法 の 統 合 を 図 り 、そ の 利 便 性 を 誇 張 し て 、⼀一 気 に 統 合 へ の 道 筋 を

つ け る と ⾒見 る べ き で あ る 。   

・ 両 法 が 統 合 さ れ れ ば 、国 ⺠民 全 て が 被 保 険 者 と な り 、障 害 者 も 含 め て 総 て 国 ⺠民

が 保 険 料 の ⽀支 払 い を 求 め ら れ る で あ ろ う 。ま た 、統 合 さ れ た 介 護 保 険 か ら 障 害

者 が サ ー ビ ス を 利 ⽤用 す る 場 合 も 、介 護 保 険 法 上 の ⾃自 ⼰己 負 担 が 求 め ら れ る こ と に

な る 。   

・ 障 害 当 事 者 抜 き で こ の よ う な 流 れ が 作 り 出 さ れ る の は 、⺠民 主 党 政 権 時 の 歴 史

的 基 本 合 意 や 障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 の 「 前 ⽂文 (O )障 害 者 が 、 政 策 及 び 計 画

（ 障 害 者 に 直 接 関 連 す る 政 策 及 び 計 画 を 含 む ）に 係 る 意 思 決 定 の 過 程 に 積 極 的

に 関 与 す る 機 会 を 有 す べ き で あ る 」 に 反 す る と ⾔言 わ ざ る を 得 な い 。   

  

5 )地 域 共 ⽣生 社 会 と 国 ⺠民 監 視 国 家 の 親 和 性   

・20 1 3 年 に「 ⾏行 政 ⼿手 続 に お け る 特 定 の 個 ⼈人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 ⽤用 等 に 関
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す る 法 律 （ 以 下 「 マ イ ナ ン バ ー 法 」 ） 」 が 成 ⽴立 し た （ 201 3 年 5 ⽉月 24 ⽇日 ） 。   

・ 20 1 5    1 0 ⽉月 5 ⽇日 に 施 ⾏行 さ れ 、 同 年 10 ⽉月 よ り マ イ ナ ン バ ー の 通 知 が な さ れ た 。  

・ 20 1 6 年 年 明 け か ら ⾃自 治 体 に お い て マ イ ナ ン バ ー・カ ー ド（ 任 意 ）の 交 付 が 始

ま っ た が 、 交 付 の 際 「 顔 認 証 シ ス テ ム 」 で の 本 ⼈人 確 認 が ⾏行 わ れ た 。 こ の 顔 認 証

デ ー タ は 、マ イ ナ ン バ ー 交 付 以 外 に は 使 ⽤用 し な い と し て い る が 、破 棄 さ れ な い

限 り 住 ⺠民 の 膨 ⼤大 な 顔 認 証 デ ー タ が 、 ⾃自 治 体 に 蓄 積 さ れ る こ と と な る 。   

・「 刑 事 訴 訟 法 等 の ⼀一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 以 下 「 刑 事 訴 訟 法 改 正 法 」）」 が 201 6

年 5 ⽉月 24 ⽇日 に 可 決 ・ 成 ⽴立 し 、取 り 調 べ の 可 視 化（ 部 分 的 な 録 ⾳音 ・ 録 画 ）、司 法

取 引 （ 合 意 制 度 等 ） の 導 ⼊入 、 通 信 傍 受 （ 盗 聴 ） の 拡 ⼤大 、 等 が 盛 り 込 ま れ た 。 捜

査 当 局 に よ る 盗 聴 は 、 国 ⺠民 的 批 判 の 下 、 対 象 犯 罪 を 薬 物 、 銃 器 、 組 織 的 殺 ⼈人 な

ど 、暴 ⼒力 団 関 係 の 組 織 犯 罪 4 類 型 に 限 定 し 、通 信 事 業 者 の 常 時 ⽴立 会 い を 義 務 付

け す る こ と で 199 9 年 に 成 ⽴立 し た 。   

・ 20 1 6 年 改 正 法 は 、盗 聴 対 象 を 組 織 犯 罪 4 類 型 か ら 、窃 盗 、詐 欺 、恐 喝 、逮 捕

監 禁 、傷 害 等 の ⼀一 般 犯 罪 を 含 む 広 範 囲 に 拡 ⼤大 し 、実 質 的 に ⼀一 般 市 ⺠民 を 盗 聴 対 象

と し た 。ま た 、通 信 事 業 者 の ⽴立 会 い 義 務 を 外 し た こ と で 、国 家 が 常 時 国 ⺠民 を 監

視 で き る こ と と な っ た 。   

・ 20 1 7 年 3 ⽉月 21 ⽇日 に は 、 犯 罪 を 計 画 段 階 で 処 罰 す る 「 共 謀 罪 」 の 趣 旨 を 盛 り

込 ん だ 組 織 犯 罪 賞 罰 法 改 正 法 が 閣 議 決 定 さ れ 、 4 ⽉月 6 ⽇日 よ り 衆 議 院 本 会 議 で 審

議 ⼊入 り 。   

・⼀一 連 の 流 れ か ら ⾒見 え て く る の は 、国 ⺠民 が 国 家 か ら 常 時 監 視 さ れ て い る こ と で 、

⺠民 主 的 な 政 治 的 発 ⾔言 や ⾏行 動 ・ 活 動 を し に く く す る 狙 い が 透 け て ⾒見 え て く る 。   

・ 国 家 が 監 視 し て い る だ け で は 、国 ⺠民 を 完 全 に は 統 制 で き な い こ と か ら 、⼀一 段

進 ん だ 形 態 と し て 、「 住 ⺠民 相 互 の 監 視 シ ス テ ム と 密 告 」装 置 を 構 築 さ せ よ う と し

て い る 。 そ れ が 、 ま さ し く 「 現 代 版 隣 組 制 度 」 と し て の 「 地 域 共 ⽣生 社 会 」。   

・ 地 域 ⽣生 活 課 題 を 我 が 事 ・ 丸 ご と 関 わ る 住 ⺠民 が 「 国 ⺠民 」 で あ り 、 関 わ れ な い ・

関 わ ら な い ⼈人 は 「 ⾮非 国 ⺠民 」 と の そ し り を 免 れ な い 。   

     

お わ り に … 共 同 の ⼒力 と 繰 り 出 し 梯 ⼦子 理 論   

・ シ ド ニ ー ・ ウ ェ ッ ブ が 191 1 年 に 著 し た『 防 貧 策 』は 、同 書 に お い て 、「 こ の

理 論 （「 繰 り 出 し 梯 ⼦子 」 理 論 ： ex t e n s i o n    l a d d e r） の も と 、 新 た な ⽀支 援 ⽅方 法 を 常
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に 追 求 し 、困 難 な 事 例 に 対 し て も 愛 情 に 溢 れ た ケ ア を ⼼心 が け 、宗 教 的 背 景 を も

つ ⺠民 間 部 ⾨門 が 、公 的 機 関 だ け に よ っ て 実 施 さ れ る ⽐比 較 的 低 ⽔水 準 の サ ー ビ ス を 上

回 る サ ー ビ ス を 実 践 ・ 実 施 す る こ と で 、結 果 的 に 公 的 サ ー ビ ス に お け る 健 康 で

⽂文 化 的 な ⽔水 準 を 押 し 上 げ る 効 果 が あ る 」（ Webb ,    S .    &    B .    [ 1 9 1 1 ]    p . 2 5 2） と 指 摘

し て い る 。   

・ こ の 「 繰 り 出 し 梯 ⼦子 理 論 」 に は 、 現 代 に も 通 じ る ⽰示 唆 が あ る 。   

・ 地 域 に お け る 住 ⺠民 共 同 の 運 動 ・ 実 践 が 、 公 的 サ ー ビ ス （ 社 会 保 障 や そ の 他 の

公 共 サ ー ビ ス も 含 む ） を 上 回 る 内 容 を 有 す る こ と が し ば し ば あ る 。   

・ こ の 住 ⺠民 共 同 の 運 動 ・ 実 践 が 、私 的 サ ー ビ ス を 公 的 サ ー ビ ス に 昇 華 さ せ れ る

流 れ が 、あ た か も 繰 り 出 し 梯 ⼦子 が 伸 び る よ う に ⾒見 え る こ と か ら 、そ う 命 名 さ れ

た 。   

・介 護 保 険 に お け る 訪 問 介 護 事 業 は 、195 6 年 に ⻑⾧長 野 県 で 制 定 さ れ た「 家 庭 養 護

婦 派 遣 事 業 」を 端 緒 と し て 、そ の 後 ⼤大 阪 市 な ど ⾰革 新 ⾃自 治 体 に 広 が り 、結 果 的 に

196 3 年 ⽼老 ⼈人 福 祉 法 12 条 に「 ⽼老 ⼈人 家 庭 奉 仕 事 業 」と し て 法 定 さ れ 、200 0 年 施 ⾏行

の 介 護 保 険 法 で は 、 8 条 2 項 に 明 記 さ れ た 。   

・保 育 運 動 に お い て も 、同 様 の 状 況 が あ っ た 。196 0 年 代 の ⾼高 度 経 済 成 ⻑⾧長 に 伴 い

⼥女 性 労 働 者 の 増 ⼤大 の 中 、 労 働 と 保 育 の 両 ⽴立 を 求 め て 、「 ポ ス ト の 数 ほ ど 保 育 所

を 」 を 合 ⾔言 葉 に ⼤大 き な 運 度 が 広 が り 、 結 果 的 に 公 的 保 育 所 （ 認 可 保 育 所 等 ） の

増 設 に つ な が っ た 。   

・ 現 在 政 府 が ⾔言 う 「 地 域 共 ⽣生 社 会 」 は 、 社 会 保 障 等 の 公 的 サ ー ビ ス を 縮 ⼩小 し た

と こ ろ に 、そ の 代 替 と し て 地 域 住 ⺠民 に 地 域 課 題 解 決 責 任 を 押 し 付 け る も の で あ

り 、 住 ⺠民 共 同 の 運 動 ・ 実 践 と は 全 く 異 な る も の で あ る 。   

・ 住 ⺠民 共 同 の 運 動 ・ 実 践 は 、 そ の ⽬目 的 に 公 的 責 任 の 強 化 、 あ る い は そ の 実 践 を

公 的 制 度 に 押 し 上 げ る 狙 い が あ る が 、「 地 域 共 ⽣生 社 会 」は 、そ も そ も 公 的 責 任 を

捨 象 し 住 ⺠民 の ⾃自 助 ・ 共 助（ 助 け 合 い ）に 変 質 さ せ る こ と が 狙 い で あ る こ と を 鑑

み れ ば 、ま す ま す 住 ⺠民 共 同 の 運 動 ・ 実 践 が 必 要 に な っ て き た と ⾔言 え る の で は な

か ろ う か 。   
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・ 厚 ⽣生 労 働 省 （ 201 6）「 地 域 包 括 ケ ア の 深 化 ・ 地 域 共 ⽣生 社 会 の 実 現 」、 我 が 事 ・
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要 】」、 我 が 事 ・ 丸 ご と 地 域 共 ⽣生 社 会 実 現 本 部 、 201 7 年 2 ⽉月 7 ⽇日 。   

・ ⽇日 本 医 療 政 策 機 構 (2 0 0 8 )    「 ⽇日 本 の 医 療 に 関 す る 200 8 年 世 論 調 査 」、 200 8 年

8 ⽉月 。   

・ ⽇日 本 医 療 政 策 機 構 (2 0 1 3 )    「 2 0 1 3 年 ⽇日 本 の 医 療 に 関 す る 年 世 論 調 査 」、 201 3

年 7 ⽉月 。   

・ 政 府 （ 201 7）「 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 強 化 の た め の 介 護 保 険 法 等 の ⼀一 部 を

改 正 す る 法 律 案 の ポ イ ン ト 」、 201 7 年 2 ⽉月 7 ⽇日 。   

・ 畝 博 （ 200 2）「 医 療 費 の ⾃自 ⼰己 負 担 増 に よ る ⾼高 ⾎血 圧 症 患 者 と 糖 尿 病 患 者 の 受 診

⾏行 動 の 変 化 」、   

2 0 0 3 年 度 厚 ⽣生 科 学 研 究 費 補 助 ⾦金 政 策 科 学 推 進 研 究 事 業 研 究 報 告 書 、 200 2 年 3
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・Web b ,   S i d n e y .   &   B e a t r i c e .   [ 1 9 1 1 ] ,   T h e   P r e v e n t i o n   o f   D e s t i t u t i o n ,   L o n gm a n s ,   

G r e e n    &    C o .   

・ 吉 ⽥田 あ つ し 、 伊 藤 正 ⼀一 （ 200 0）「 健 康 保 健 制 度 の 改 正 が 受 診 ⾏行 動 に 与 え た 影

響 」、『 医 療 経 済 研 究 』 VoL . 7、 医 療 経 済 研 究 機 構 。   

  

                                                                                                                


